
令和６年３月
総務省北海道総合通信局

地域脱炭素に関する国の令和６年度予算・制度説明会資料

○  地域デジタル基盤活用推進事業

○  高度無線環境整備推進事業

○  国際的なデータ流通のハブ機能強化のための海底ケーブル多ルート化



令和6年度  地域デジタル基盤活用推進事業のご案内

【事業の概要】

①計画策定支援  

令和6年3月6日～3月25日締切  
１次公募

何から着手
すれば良いか
わからない…

DXを進めてい
くための計画書
を作成したい…

地域課題の
洗い出し、
優先順位を
整理したい

支援対象：地方公共団体、企業・団体など

導入計画策定の コ ン サル テ ィ ン グ

新 しい通信技術（ローカル５ G 、

W i - F i  H a L o w 、W i - F i６ E／７等）

を活用して地域課題の解決を図る

先進的ソ リ ュ ー シ ョ ン の実用化に

向けた社会実証を支援します 。

先進的ソ リ ュ ー シ ョ ン の実用化支援

②実証事業  

通信イン フ ラ（ロー カル５ G 、W i - F i 、

L P W Aな ど）の整備を伴う 、 デ ジ タ ル

技術によ る地域課題解決の取組を

支援します 。

補助率 １／２
（地方公共団体の負担分について

過疎債等の活用可能

地域のデジタル基盤の整備支援

③補助事業  

令和6年3月21日～4月17日締切  
１次公募

【支援対象】
・地方公共団体 (※1)
・地方公共団体が出資する法人又は非営利法人

※1 財政力指数１以上の地方公共団体は対象外

【支援対象】
・地方公共団体
・地方公共団体が出資する法人又は非営利法人
・企業・団体等 (※2)

※2 当該企業・団体等にのみ利益がある取組ではなく、
地域課題の解決に資するものであること

【支援対象】
・地方公共団体
・地方公共団体が出資する法人又は非営利法人
・民間事業者

デ ジ タ ル 実装 に必要 と な る 地域課題 の整理 、
導入 ・ 運用計画の策定 に対 す る 専門家 に よ
る 助言

A  地域課題整理 コ ー ス
課題 の洗 い出 し か ら 支援 を 希望 す る団体

B  地域課題 の解決策は明確化 さ れ て お り 、
具 体的 な実装計画書策定知見 ・ ノ ウ ハ ウ の
支援 を 希望 す る団体

令和5年度補正予算：25 億円程度

令和6年3月21日～4月17日締切  
１次公募

●「デジタル田園都市国家構想」の実現に向けた現状・課題を踏まえ、地方公共団体などの取組を加速させ
るため、①計画策定の支援、②ローカル５Ｇなどを活用した先進的なソリューションの実用化（社会実証）、
③地域の通信インフラの整備などを通じて伴走型支援を実施。

本件お問い合わせ先 情報通信部 情報通信振興課 電話：011-709-2311（内線4716）  メール：chiiki-s@soumu.go.jp



スマートホーム

地域の拠点的地点

ア 事業主体： 直接補助事業者：自治体、第３セクター、一般社団法人等、間接補助事業者：民間事業者

イ 対象地域： 地理的に条件不利な地域（過疎地、辺地、離島、半島、山村、特定農山村、豪雪地帯）

ウ 補助対象： 伝送路設備、局舎（局舎内設備を含む。）等
エ 負担割合：

イメージ図

農業IoT

無線局
エントランス
（クロージャ等）

高速・大容量無線通信の前提となる伝送路
コワーキング
スペース

スマートモビリティ教育ＩｏＴ観光ＩｏＴ

令和６年度当初予算：45.0 億円

（自治体が整備する場合）

国（※１）
１／２

自治体
１／２

【離島】

【その他の条件不利地域】

（第３セクター・民間事業者の場合）

国（※2）（※3）

２／３

３セク・民間

１／３

【離島】

【その他の条件不利地域】

● 5G・IoT等の高度無線環境の実現に向けて、条件不利地域において、地方公共団体、電気通信事業者等
による、高速・大容量無線通信の前提となる伝送路設備等の整備を支援。具体的には、無線局エントランス
までの光ファイバを整備する場合に、その整備費の一部を補助する。

通信ビル

＊新規整備に加え、令和２年度からは、電気通信事業者が公設設備の譲渡を受け、(5G対応等の)高度化を伴う更新を行う場合も補助。
（公設のままの高度化や高度化しない更新は対象外）

＊地方公共団体が事業主体となる事業において、予算額を上回る事業要望があった際は、当該団体におけるマイナンバーカード交付率を考
慮の上、事業採択を行う場合があります。

国
４／５

自治体
１／５

（※１）財政力指数０．５以上の自治体
は国庫補助率１／３

国
１／２

３セク・民間
１／２

（※2）海底ケーブル
の敷設を伴わない
新規整備の場合、
2/3

（※3）高度化を伴う更
新を行う場合、1/2

※光ファイバ等の維持管理補助は、
収支赤字の1/2（令和7年度まで）

令和5年度当初予算額:42.0億円
令和5年度補正予算額：20.1億円

※

令和6年度  高度無線環境整備推進事業のご案内

本件お問い合わせ先 情報通信部 情報通信振興課 電話：011-709-2311（内線4714）  メール：chiiki-s@soumu.go.jp



⚫ 国際海底ケーブルの多ルート化を進め、北米・欧州とアジア・太平洋地域を結ぶ我が国のハブとしての機能
を強化することにより、我が国の地理的な優位性を維持するとともに、国際的なデータ流通における自律性
を確保。

⚫ 民間事業者による国際海底ケーブルの陸揚局の分散立地や当該陸揚局への国際海底ケーブルの分岐支
線の整備を支援し、我が国のネットワークをより強靱なものとすることにより、我が国の国際的なデータ流通
のハブとしての優位性を高める。

＜施策の効果＞
⚫ 情報通信ネットワークの冗長性・信頼性の向上
⚫ 諸外国に対する依存回避、優位性の確保 等

＜補助対象＞
国際海底ケーブルの分岐支線の整備への支援

光ファイバ、
国内海底ケーブル

国際海底ケーブル

日本海ケーブル

データセンター中核拠点

ハブ機能の強化に
資する海底ケーブル＜問い合わせ先＞

北海道総合通信局 電気通信事業課 011-709-2311(内4703)  jgo-hokkaido@soumu.go.jp

＜令和５年度補正予算額＞
⚫ １００億円

＜施策の効果＞
⚫ 我が国の地理的な優位性の維持
⚫ 国際的なデータ流通における自律性の確保
⚫ 北米・欧州とアジア・太平洋地域を結ぶ国際的なデータ流通
のハブとしての機能の強化

国際的なデータ流通のハブ機能強化のための海底ケーブル多ルート化
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